
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八尾市内のこどもの居場所づくりに関する取り組みに対し、新規開設及び活動の拡充

に要する費用の一部を助成します。 

 

１、助成対象（以下の要件で全てを満たすもの） 

① 八尾市内において、新規でこどもの居場所づくりの開設や現在実施している活動の 

拡充を行うものであること。 

② 営利を目的とする活動でないこと。 

③ 八尾市からの補助金、助成金など公的資金を受けていないこと。 

④ 特定の政党もしくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動でないこと。 

⑤ 八尾市暴力団排除条例（平成２５年八尾市条例第２０号）第２条第２号に規定する 

暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当するものでないこと。 

 

２、助成対象経費 

① 修繕費  ②備品消耗品費  ③印刷製本費  ④その他必要と会長が認める経費 

当年度４月１日から１２月３１日まで実施する事業に要するものとする。 

 

３、助成金額 (１団体それぞれ１回限り) 

① 新規開設に要する経費（初年度のみ）        100,000 円を上限とする。  

② 拡充に要する経費（既に活動を実施している団体） 50,000 円を上限とする。 

 

 

４、申請期間 

令和 8 年 4 月 24 日 （金） ～  令和 8 年 9 月 11 日 （金） 

 ※申込方法等詳細につきましては、八尾市社会福祉協議会までお問い合わせください。 

 

交付決定金額、振込予定日、報告書提出締切日を通知します。 

 

 

【令和 8 年度 歳末募金配分事業のご案内】 



5、配分実績紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先：八尾市社会福祉協議会 総務課 総務グループ 電話 072-991-1161 

 

 

 

【こども居場所 Atto あっと】 

子どもたちにとって居心地のよい場所をつくり、安心して遊べる、自分の思ったこと

を言える、話しを聞いてもらえる場所を提供しています。 

みんなで一緒に楽しく食事をしたり、ワークショップなどを取り入れ、様々な体験が

できるようにしています。 

食材費（お弁当）、会場使用料（集会所など）、印刷製本費（チラシ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学生ボランティアひなた】 

子どもの居場所づくり、学習支援、識字教室 

（日本語や漢字の学びを中心に生活に困らない 

日本語力の定着を目指します） 

備品、消耗品（教材、文房具、衛生用品） 

印刷製本費（告知用チラシ） 

賃借料（施設使用料など） 

ボランティア保険 


